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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成22年1月14日(2010.1.14)

【公開番号】特開2008-34341(P2008-34341A)
【公開日】平成20年2月14日(2008.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2008-006
【出願番号】特願2006-343219(P2006-343219)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ  11/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   7/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   7/17     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ  11/20    　　　　
   Ｈ０１Ｂ   7/04    　　　　
   Ｈ０１Ｂ   7/18    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成21年11月20日(2009.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
中心導体と、前記中央導体の周囲を被覆する絶縁体と、前記絶縁体の周囲にまきつけられ
た外部導体と、前記外部導体を覆う同軸絶縁外皮からなる同軸信号線を束ねて構成される
耐屈曲性信号伝送ケーブルであって、
前記複数の同軸信号線をカッド構造になるように束ねたカッド同軸構造線と、前記カッド
同軸構造線の周囲を被覆する絶縁テープと、前記絶縁テープの外周に配置される金属網と
、前記金属網を被覆する絶縁外被と、を備えたことを特徴とする耐屈曲信号伝送ケーブル
。
【請求項２】
前記耐屈曲性信号伝送ケーブルの外径が、４．５ｍｍ以下となるように構成されたことを
特徴とする請求項１記載の耐屈曲性信号伝送ケーブル。
【請求項３】
前記複数の同軸信号線を、１０ｍｍピッチで撚っていることを特徴とする請求項１記載の
耐屈曲性信号伝送ケーブル。
【請求項４】
前記耐屈曲性信号伝送ケーブルのケーブル長は、４５００ｍｍ以下であり、前記同軸信号
線の特性インピーダンスは５５オームとしたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項記載の耐屈曲性信号伝送ケーブル。
【請求項５】
前記中心導体は、線径が０．０３～０．０８ｍｍの銅合金線で構成され、前記外部導体お
よび金属網は線径０．０３～０．０８ｍｍの軟銅線または銅合金線等で構成されているこ
とを特徴とする請求項１記載の耐屈曲性信号伝送ケーブル。
【請求項６】
前記同軸信号線の絶縁体および前記同軸絶縁外被は、フッソ樹脂からなり、前記カッド同
軸構造の外側の前記絶縁外被は塩化ビニール樹脂、ポリウレタンおよびフッソ樹脂のいず
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れかからなることを特徴とする請求項１記載の耐屈曲性信号伝送ケーブル。
【請求項７】
前記耐屈曲性信号伝送ケーブルの同軸信号線の特性インピーダンスを５０オームとしたこ
とを特徴とする請求項１、２、３、５、または６のいずれか１項記載の耐屈曲性信号伝送
ケーブル。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか１項記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルを、コンピュータ機器と周
辺機器間あるいは前記周辺機器相互間に配線して、前記２本の中心導体によって差動信号
を伝送することを特徴とする耐屈曲性信号伝送ケーブルのデータ伝送方法。
【請求項９】
前記差動信号の伝送は、ＩＥＥＥ１３９４規格またはＵＳＢ規格によるシリアル・インタ
ーフェースの信号伝送機能に沿って行われることを特徴とする請求項８記載の耐屈曲性信
号伝送ケーブルのデータ伝送方法。
【請求項１０】
請求項１～７のいずれか１項記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルを信号線用または電力用と
して使用することを特徴とする耐屈曲性信号伝送ケーブルのデータ伝送方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
上記問題を解決するため、請求項１に記載の発明は、耐屈曲性信号伝送ケーブルに係り、
中心導体と、前記中央導体の周囲を被覆する絶縁体と、前記絶縁体の周囲にまきつけられ
た外部導体と、前記外部導体を覆う同軸絶縁外皮からなる同軸信号線を束ねて構成される
耐屈曲性信号伝送ケーブルであって、前記複数の同軸信号線をカッド構造になるように束
ねたカッド同軸構造線と、前記カッド同軸構造線の周囲を被覆する絶縁テープと、前記絶
縁テープの外周に配置される金属網と、前記金属網を被覆する絶縁外被と、を備えたこと
を特徴としている。
また、請求項２に記載の発明は、請求項１記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルにおいて、前
記耐屈曲性信号伝送ケーブルの外径が、４．５ｍｍ以下となるように構成されたことを特
徴としている。
また、請求項３に記載の発明は、請求項１記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルにおいて、前
記複数の同軸信号線を、１０ｍｍピッチで撚っていることを特徴としている。
また、請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか1項記載の耐屈曲性信号伝送ケ
ーブルにおいて、前記耐屈曲性信号伝送ケーブルのケーブル長は、４５００ｍｍ以下であ
り、前記同軸信号線の特性インピーダンスは５５オームとしたことを特徴としている。
また、請求項５に記載の発明は、請求項１記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルにおいて、前
記中心導体の線径が０．０３～０．０８ｍｍの銅合金線で構成され、前記外部導体および
金属網は線径が０．０３～０．０８ｍｍの軟銅線または銅合金線で構成されていることを
特徴としている。
また、請求項６に記載の発明は、請求項１記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルにおいて、前
記同軸信号線の絶縁体および同軸絶縁外被は、フッソ樹脂からなり、前記カッド同軸構造
の外側の前記絶縁外被は塩化ビニール樹脂、ポリウレタンおよびフッソ樹脂のいずれかか
らなることを特徴としている。
また、請求項７に記載の発明は、請求項１、２、３、５、または６のいずれか１項記載の
耐屈曲性信号伝送ケーブルにおいて、前記耐屈曲性信号伝送ケーブルの同軸信号線の特性
インピーダンスを５０オームとしたことを特徴としている。
また、請求項８に記載の発明は、耐屈曲性信号伝送ケーブルのデータ伝送方法に係り、請
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求項１～７のいずれか１項記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルを、コンピュータ機器と周辺
機器間あるいは前記周辺機器相互間に配線して、前記２本の中心導体によって差動信号を
伝送することを特徴としている。
また、請求項９に記載の発明は、請求項８記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルのデータ伝送
方法において、前記差動信号の伝送がＩＥＥＥ１３９４規格またはＵＳＢ規格によるシリ
アル・インターフェースの信号伝送機能に沿って行われることを特徴とする。
そして、請求項１０に記載の発明は、耐屈曲性信号伝送ケーブルのデータ伝送方法におい
て、請求項１～７のいずれか１項記載の耐屈曲性信号伝送ケーブルを信号線用の用途以外
に、電力用として使用することを特徴としている。
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